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平成２３年度 決算特別委員会（企業局）

発 言 者 発 言 要 旨

井上（航）委員

水道企画課長

井上（航）委員

水道企画課長

１ 監査委員の審査意見書６ページに、水道用水供給事業会計の採

算性が書かれているが、コスト削減に努めて給水原価が下がった

とされている。しかし、県水を受水する市町村など５６団体に対

する水道料金は変わっていない。水道料金の設定方法はどうなっ

ているのか。今後、経営努力により給水原価が更に下がる場合、

それに応じて水道料金も下がるのか。

２ 水道事業について、市町村は逆ざやとなっているところもある

が、その状況を把握しているのか。

１ 料金は総括原価方式で算定し、現在は６１．７８円／㎥である。平

成２２年度決算で約２２億円の利益を上げたが、企業債や水資源

機構への機構負担年賦金など約２，８００億円の借金が残ってい

る。これは年間給水収益の約７倍に相当する。さらに施設の耐震

化、暫定水利権解消のために八ッ場ダムの稼働も控えている状況

にある。このため、多少黒字になったとしても水道料金に反映さ

せることはできず、内部留保に努める必要がある。

２ 市町村の逆ざやも承知してはいるが、現状では県水の料金を下

げるのは難しい。また、市町村の水道料金は、県水の水道料金だ

けではなく市町村における施設の維持管理費用なども含めて設定

されている。県としては、現行料金をできるだけ長い期間維持で

きるよう努めていく。

たしかに、市町村の水道料金は、県水を買って住民に給水するだ

けではなく施設の維持管理費用等も含めて算出されているが、市町

村も施設の耐震化、老朽化への対応など県と同じ課題がある。県と

市町村の水道事業は密接不可分であり、一体的な把握が必要である。そ

こで、県民に水が届くまでという観点で、県全体の水道事業をどの

ように考えているのか。また、今後水道料金のアップが想定される

が、将来の水道料金の推移をどのように予測しているのか。

県営水道も市町村も、創設後４０年以上が経過し、施設の老朽化

や水需要の減少で経営が厳しい点は同じである。対応策としては、

県保健医療部が策定した「水道整備基本構想」の中で、水道広域化

方策が示されている。その準備段階として当面は受水団体と共同で

できるものをやっていく。また、県営水道と市町村水道事業の経営
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水道企画課長 統合、いわゆる垂直統合については、県営水道が中心となって検討

を進める必要があると認識しており、独自で検討を始めたところで

ある。今後、メリット・デメリットを整理し、市町村に示しながら

広域化を推進していく。将来の水道料金の推移については、「水道

整備基本構想」の中で試算しており、今後、更新費用などによって

上昇傾向になっている。


